
　　　

計
量
器(

は
か
り)

を
取
引
や
証
明
の
た

め
に
使
用
す
る
か
た
は
、
計
量
法
の
規

定
に
よ
り
定
期
検
査
が
必
要
で
す
。
２

年
に
１
回
の
定
期
検
査
を
必
ず
受
け
て

く
だ
さ
い
。

＊
こ
の
検
査
は
、
秋
田
市
の
指
定
定
期

検
査
機
関
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
秋

田
県
計
量
協
会
が
行
い
ま
す
。

検
査
対
象
と
な
る
計
量
器
の
用
途

①
商
店
な
ど
で
量
り
売
り
に
使
用
さ
れ

る
も
の

②
学
校
、
病
院
な
ど
で
記
録
、
証
明
に

使
用
さ
れ
る
も
の

12文中の｢広報ID番号｣を、秋田市ホームページ上の
検索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します 市外局番＝☎018

●文中の｢SC｣はサービスセンターの略

市役所市役所からのからのお知らせお知らせ

＊
計
量
器
が
、
検
査
対
象
か
不
明
の
場

合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

検
査
手
数
料

■

ば
ね
は
か
り(

１
器
に
つ
き)

＝
500
円(

100
㎏
以
下)

■

電
気
式
は
か
り(

１
器
に
つ
き)

＝
１
千
400
円(

100
㎏
以
下)

■

分
銅･

お
も
り(

１
個
に
つ
き)

＝
10
円

地
区
ご
と
の
検
査
日
程

＊
日
程
の
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、

他
の
地
区
で
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
公
設
地
方
卸
売
市
場

７
月
14
日
(木)
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
、
同
卸
売
市
場
で
行
い
ま
す

▼

②
③
の
会
場
は
東
部
市
民
Ｓ
Ｃ

②
濁
川･

添
川･

仁
別･

山
内･

旭
川

７
月
15
日
(金)
午
前
10
時
〜
正
午

③
広
面･
柳
田･
下
北
手･

太
平

７
月
15
日
(金)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

▼

④
〜
⑩
の
会
場
は
北
部
市
民
Ｓ
Ｃ

④
金
足･

下
新
城･

上
新
城

７
月
19
日
(火)
午
前
10
時
〜
正
午

⑤
飯
島

７
月
19
日
(火)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

⑥
寺
内

７
月
20
日
(水)
午
前
10
時
〜
正
午

⑦
将
軍
野･

土
崎
港(

東)

７
月
20
日
(水)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

⑧
土
崎
港(

西･

南･

北)

７
月
21
日
(木)
午
前
10
時
〜
正
午

⑨
外
旭
川

７
月
21
日
(木)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

⑩
土
崎
港(

中
央･

相
染)

７
月
22
日
(金)
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分

▼

⑪
⑫
の
会
場
は
南
部
市
民
Ｓ
Ｃ

⑪
大
住･

仁
井
田

８
月
８
日
(月)
午
前
10
時
〜
正
午

⑫
御
野
場･

御
所
野･

四
ツ
小
屋･

上
北
手

８
月
８
日
(月)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

⑬
雄
和

８
月
18
日
(木)
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30

分
、
雄
和
市
民
Ｓ
Ｃ
で
行
い
ま
す

⑭
河
辺

８
月
19
日
(金)
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30

分
、
河
辺
市
民
Ｓ
Ｃ
で
行
い
ま
す

▼

⑮
〜
⑰
の
会
場
は
西
部
市
民
Ｓ
Ｃ

⑮
下
浜

９
月
１
日
(木)
午
前
10
時
〜
正
午

⑯
勝
平･

向
浜

９
月
１
日
(木)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

⑰
新
屋･

浜
田･

豊
岩

９
月
２
日
(金)
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分

●
問
い
合
わ
せ
　
秋
田
市
計
量
検
査
所

☎(

８
８
８)

５
６
４
９

　

海
外
で
の
商
談
や
海
外
展
開
を
目
的

と
し
た
国
内
外
で
開
催
さ
れ
る
見
本

市
、
オ
ン
ラ
イ
ン
商
談
会
、
海
外
Ｅ
Ｃ

モ
ー
ル
な
ど
へ
出
展
す
る
市
内
の
企
業

へ
補
助
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

交
付
の
可
否
は
審
査
に
よ
り
決
定
し

ま
す
。
申
請
は
７
月
29
日
(金)
ま
で
。
要

件
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
広
報
ID
番
号 

１
０
０
７
１
１
５

補
助
内
容

イ
ベ
ン
ト･

フ
ェ
ア
の
出
展
や
商
談
の
経

費
、
オ
ン
ラ
イ
ン
商
談
会
参
加
費
、
コ

ン
テ
ナ
輸
送
費
な
ど
に
か
か
る
経
費
の

２
分
の
１
。
上
限
40
万
円

●
問
い
合
わ
せ　

商
工
貿
易
振
興
課

☎(

８
８
８)

５
７
３
０

　

市
有
地
を
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札

に
よ
り
売
却
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◆
広
報
ID
番
号 

１
０
１
６
４
２
２

土
地
の
所
在
／
面
積
／
最
低
入
札
価
格

①
御
所
野
元
町
三
丁
目
13
番
５

　
　
　
　
　

／
260･

90
㎡
／
814
万
１
千
円

②
土
崎
港
相
染
町
字
沖
谷
地
１
番
３

　
　
　
　
　

／
434･

61
㎡
／
956
万
２
千
円

入
札
日
時
▼

８
月
５
日
(金)
午
前
10
時
〜

入
札
会
場
▼

市
役
所
５
階
会
議
室
５-

Ａ

入
札
保
証
金
▼

入
札
額
の
100
分
の
５
以
上

●
問
い
合
わ
せ　

財
産
管
理
活
用
課

☎(

８
８
８)

５
４
３
９

計
量
器(

は
か
り)

の
定
期

検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

海
外
販
路
の
開
拓･

拡
大
を

支
援
し
ま
す

一
般
競
争
入
札
で

市
有
地
を
売
却

　秋田市在住の嵯峨兼信さんから、秋
田杉の再造林に役立てて欲しいと100万
円を寄付していただきました。

農地森林整備課☎(888)5739

６月３日の贈呈式。穂積市長の右が嵯峨さん。

寄付ありがとうございます寄付ありがとうございます

①御所野元町三丁目



13　広報あきた　2022年７月１日号

　後期高齢者医療制度の被保険者証を、７月下旬に簡易書留でお送りします(色はねずみ色)。自己負
担割合は令和３年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。

問い合わせ▶後期高齢医療課☎(888)5638

　金額は令和３年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は所得割額(加入者の所得に応じた分)と
均等割額(一律43,310円)の合算で、上限額が66万円(100円未満切り捨て)です。

■ 均等割額の軽減

■ 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者だったかた(国保･国保組合の加入者は
除く)の軽減▶所得割額０円および制度開始後２年間に限り均等割額22,155円

令
和
４
年
度
の
保
険
料
軽
減

※給与･年金所得者とは、世帯
の被保険者または世帯主で、
次の①か②を満たすかた。

①給与収入が55万円以上
②公的年金などの収入金額が、

64歳以下は60万円以上。
65歳以上は125万円以上

　医療費などが自己負担限度額までの支払いになる｢限度額適用･標準負担額減額認定証｣と｢限度額適
用認定証｣の有効期限は7月31日(日)です。継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りしま
す。新たな対象者には、６月下旬以降に申請書をお送りしています。同封する封筒でご返信ください。

■
所
得
区
分
ご
と
の
自
己
負
担
限
度
額

＊表中の〈 〉内は直近12か月で４回以上支給された場合の４回目以降の額。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を次のとおり軽減しています 

今年度は被保険者証を今年度は被保険者証を２回２回お送りします。(10月から有効の被保険者証は９月に郵送予定)お送りします。(10月から有効の被保険者証は９月に郵送予定)

８月８月からから９月30日９月30日まで有効の被保険者証を ７月下旬にお送りしますまで有効の被保険者証を ７月下旬にお送りします

｢保険料額決定通知書･納入通知書｣は７月中旬にお送りします②

①

　制度改正により10月１日から自己負担割合｢２割｣が新設されます。これに伴い、今年度
は加入されているすべてのかたに10月１日から有効の被保険者証をお送りします。

｢限度額適用･標準負担額減額認定証｣｢限度額適用認定証｣をお持ちのかたへ③


